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1. 一般情報 

(1) 人口・地理 

ア 外務省「ナミビア基礎データ」（2023 年 8 月 23 日） 

1 面積 82.4 万平方キロメートル（日本の約 2.2 倍） 

2 人口 257 万人（2022 年：世銀） 

3 首都 ウィントフック 

4 民族 オバンボ族、カバンゴ族、ヘレロ族、ダマラ族、混血、白人他 

5 言語 英語（公用語）、アフリカーンス語、独語、その他部族語 

6 宗教 キリスト教、伝統宗教 

… 

 

(2) 内政 

ア 外務省「ナミビア基礎データ」（2023 年 8 月 23 日） 

5 内政 

（1）ドイツによる植民地統治後、南ア占領下で人種差別政策の大きな影響を受け

た。1960 年代から武装闘争、1990 年に独立。独立以来、民主的な憲法の下、グ

ッドガバナンスを推進。独立闘争を率いた南西アフリカ人民機構（SWAPO）が

一貫して与党の座にあるが、近年、野党も勢力を徐々に拡大。 

（2）2019 年 11 月、ナミビア共和国大統領選及び国民議会（下院）選挙が行われ、

ガインゴブ大統領が再選、南西アフリカ人民機構（SWAPO）が約 65％（96 議席

のうち 63 議席）を獲得した。貧困・格差問題、高失業率、腐敗防止、社会イン

フラ整備不足等が最大の課題。 

 

イ ベルテルスマン財団「BTI Country Report 2022 - Namibia」（2022 年 2 月 23 日）

＜ecoi.net 収録＞ 

国家は、領土全体にわたって武力行使をほぼ確固として独占している。ひとつの

小さな例外は、ザンベジ州北東部（以前のカプリビ〔Caprivi〕）であるが、ここで

は 1999 年 8 月、同国初の非常事態宣言（数日間続いた）につながったロジ〔Lozi〕

語を話す民族集団による分離独立運動で、失敗に終わった。この集団のメンバーの

間には自治権を求める願望は残っているが、それ以来武力行使は起きておらず、国

家がこの地域を完全に支配している。国内の他の地域では、多少でも似たような傾

向の事案は記録されておらず、国家による武力行使の独占は確固としている。 

国内のすべての大規模な民族集団の間で、ナミビア国家という概念に対する高

い同一の認識がある。それにもかかわらず、国内のより遠隔地や社会の周縁部に住

むいくつかの現地の先住民コミュニティ（例えば、ヒンバ族〔Himba〕やサン族〔San〕

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/namibia/data.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/namibia/data.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069762/country_report_2022_NAM.pdf
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のコミュニティ）は、遠隔地であるために身分証明書や公共サービスへの完全なア

クセスがないことが多い。その結果、これらのコミュニティは依然として十分に統

合されておらず、他のほとんどの人口集団と同じ様にはナミビア国家という概念

を内在化していない。最近では、特にオシワンボ語〔Oshivambo〕を話す多数派か

ら差別されていると感じているナマ族〔Nama〕やヘレロ族〔Ovaherero〕コミュニ

ティのメンバーの間での民族的に動機づけられた憤りや緊張が、依然としてナミ

ビア政治の問題となっており、大統領もこれを認め批判している。これらの感情は

国家という概念を否定するものではないが、ナミビア国家の支配的な見方に疑問

を投げかけ、それによって国家モデルにおける権力の定義について、より批判的な

考察を加えることになる。 

… 

 

行政や政府の上級職は、専門的な能力や資質よりも、政治的忠誠心や時には民族

的な親近感に基づいて登用され続けている。公務員や政治家の倫理観は依然とし

ていかがわしく、不適切な行動は概して寛大に取り扱われる。 

 

ウ 永原陽子「植民地期ナミビアでの大虐殺に関する対独補償要求」『アフリカ・

レポート』2016 年、54 号、13-18 頁＜J-Stage 収録＞ 

…ドイツの植民地支配が及んだのが、今日のナミビアの領域の中部および南部、

すなわちヘレロやナマを中心とする人々の生活域にとどまり、人口の半数を占め

るオヴァンボをはじめとする人々の生活域である北部に対する植民地支配は、第

一次世界大戦でのドイツの敗退後、南アフリカによって開始されたという事情が

ある。ナミビアの人々の植民地経験は、中・南部と北部とで大きく異なっているの

である。 

 

2. 治安・人権状況 

ア 外務省海外安全ホームページ「ナミビアの危険情報（【危険レベルの継続及び

新規】）」（2022 年 1 月 25 日） 

1 概況 

（1）ナミビアは政治的に安定しており、治安も比較的良いとされていますが、貧

困と高い失業率により、雇用機会を求めて地方から都市部へ人口が流入してお

り、特に首都ウィントフックでは不法居住者地域が年々拡大しています。ナミビ

ア政府は、公的機関の汚職防止対策とともに、犯罪防止に積極的な取組を行って

いますが、金品目的の一般犯罪が増加傾向にあり、銃器を用いた犯罪も発生して

います。 

（2）国境地帯では、不法移民の流入、車両の盗難、麻薬や銃器の違法取引、密猟

等の犯罪が報告されています。特に東カバンゴ州や西カバンゴ州の北部、ザンベ

https://www.jstage.jst.go.jp/article/africareport/54/0/54_13/_pdf/-char/ja
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T008.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T008.html#ad-image-0
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ジ州ではアンゴラからの不法入国者が増加しており、ナミビア政府関係当局と

アンゴラ政府関係当局は、国境地帯における犯罪抑止のために協力して取り締

まりを強化しています。 

… 

 

イ 国連人権理事会「ナミビアに関する資料集」［A/HRC/WG.6/38/NAM/2］（2021

年 2 月 26 日） 

21. 国連人権委員会は、事実上の人種差別と、先住民、障害者、HIV 陽性者、レ

ズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーに対する差別が蔓延し

ているとに懸念を表明した。委員会は、ナミビアはあらゆる形態の差別を撤廃す

るために、広範な教育と啓発キャンペーンを実施すべきであり、さらに以下のこ

とを行うべきであると述べた。人種に基づいて差別するすべての法律の廃止、差

別なくすべての人に同じ規則を適用するための無遺言相続に関する法令の整

備、性的指向に基づく差別を明確に禁止する法令と同性愛嫌悪及びトランスジ

ェンダー嫌悪による暴力を処罰するヘイトクライム法の整備、反自然的性交（ソ

ドミー）のコモンロー犯罪の廃止と同性パートナーを保護するための 2003 年ド

メスティック・バイオレンス防止法への同性関係の包含、障害者と HIV 陽性者

に対する差別の撲滅。 

 

注 29 CCPR/C/NAM/CO/2、パラグラフ 9–10 より。国連国別チーム提出、パラグ

ラフ 37 も合わせて参照。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

重大な人権問題には、深刻な政府の汚職に関する信頼に足る報告や、施行されて

いないものの、成人間の合意に基づく同性間の性行為を犯罪とする法案が含まれ

ていた。 

 

3. 関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い 

ア 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

政治囚や被拘禁者の報告はなかった。 

 

イ ベルテルスマン財団「BTI 国別報告 2022 年‐ナミビア」（2022 年 2 月 23 日）

＜ecoi.net 収録＞ 

概要 

当期において、ナミビアの民主主義は強化されたが、経済情勢と国家経営はさら

に悪化した。2019 年から 2020 年には、ナミビアの政治情勢と文化に大きな変化が

https://digitallibrary.un.org/record/3905299
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069762/country_report_2022_NAM.pdf
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見られた。1990 年の独立以来、事実上の一党支配下にあったが、2019 年 11 月の

国民議会および大統領選挙では、かつて独立闘争を率いた南西アフリカ人民機構

（SWAPO）への有権者の支持が初めて減少した。25 年後、SWAPO は議会の 3 分

の 2 の多数派を失い、大統領候補の得票率は 30%減と初めて党を下回った。新生

の土地なし人民運動（LPM）は、公式の野党として大幅な得票率を記録し、人民民

主運動（PDM）に次ぐ第三党となった。無所属の大統領候補パンドゥレニ・イト

ゥラ〔Panduleni Itula〕（反 SWAPO 派の代表）は 30%近くの票を獲得した。党から

除名された後、彼は 2020 年半ばに変革を目指す愛国者達（IPC）と新党を共同設

立した。 

 

政治的なレトリックは依然として対立的なものが多く、時にはヘイトスピーチ

も行われている。野党議員と与党議員の衝突は、初めて国会での暴力に近い対立を

もたらした。これは対立者の個人的な敵意に限られているが、政治の世界に新しい

形の対立をもたらした。 

 

ウ 永原陽子「植民地期ナミビアでの大虐殺に関する対独補償要求」『アフリカ・

レポート』2016 年、54 号、13-18 頁＜J-Stage 収録＞ 

1990 年の独立の前後から、ヘレロの「最高首長」K・リルアコ（Kuaima Riruako）

を中心とする人々の間から、ドイツに対して償いを求める動きが出てきた。ドイツ

政府は、ナミビアに対する「特別の歴史的責任」を認めつつ、当時の国際法には反

していなかったとし、法的責任を否定する立場をとった。一方、ナミビア政府は、

「植民地支配の被害を受けたのはヘレロだけではない」「特定の集団の運動を支持

しない」として、リルアコらの運動を「トライバリズム」として警戒した。 

… 

補償要求運動の立役者であったリルアコは 2014 年 6 月に死去した。ヘレロ内部

での内紛を経て、V・ルコロ（Vekuii Rukoro）がヘレロの「最高首長」の地位に就

き 12、補償問題を自身の重要な課題と宣言しているが、リルアコのような求心力は

期待すべくもない。とはいえ、補償要求運動はすでにヘレロの指導者を必要としな

くなったとも言える。政治的な立場の相違を越えて広がる運動が、むしろ、かつて

のオヴァンボとヘレロを中軸に作り上げられたアパルトヘイト的な民族対立の図

式を解体させてきたからである。実際、現在この運動に連なる人々の中には、

SWAPO の中心的なメンバーであった人も多く含まれている 13。 

 

12 「最高首長」自体が、もともと分散的であったヘレロの中にドイツ植民地支配

が作り出した地位である。それゆえ、ヘレロの中のどの集団の者がその地位に就

くか、また地位自体に正当性があるのかをめぐっては、現在のヘレロの中でも対

立がある。 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/africareport/54/0/54_13/_pdf/-char/ja
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4. ジェンダー、DV および子ども 

(1) ジェンダーを理由とした暴力（GBV） 

ア 国連ウイメン「女性に対する暴力に関するグローバルデータベース」（2023 年

11 月 9 日閲覧） 

生涯にわたる親密なパートナーによる身体的な／性的な暴力：26.7%［注 1］ 

過去 12 カ月の間親密なパートナーによる身体的な／性的な暴力：20.2%［注 2］ 

生涯にわたるパートナー以外による性的暴力：公式の国家統計データなし 

児童婚：6.9%［注 3］ 

 

イ CERD「ナミビアの第 6 乃至第 8 定期報告に関する総括所見」（2023 年 10 月 4

日） 

女性に対する暴力 

26. 委員会は、ジェンダーに基づく暴力に対処することに焦点を当てた多くの審

議中の法案、ホットラインの設置、専門裁判所の利用、及び懸念される地域にお

けるソーシャルワーカーの一時的な配置を含む、ナミビアがとった多くの介入

及び措置を認識する。委員会はまた、有害な伝統的慣行に関する、伝統的及び宗

教的指導者を対象とした啓発キャンペーンを認識する。しかしながら、委員会

は、黒人、サン人、オヴァツエ人及びオヴァジンバ人の女性に対する暴力が不均

衡に高い水準にあることを引き続き懸念する。委員会は、ナミビアがこれまでに

採択した措置が、女性に対する暴力を永続させる、差別的な固定観念及びジェン

ダー及び民族に基づいて女性が直面する多元的な排除のような根本的な原因を

十分に考慮しておらず、交差する形態の差別に対処していないことを遺憾に思

う。加えて、委員会は、女性に対する暴力を撲滅するためにとられる措置の立案

（第 5 条）、実施及び評価に関する意思決定プロセスに、すべての民族集団から

の女性が参加することを保証していないことを懸念する。 

 

ウ 国連人権理事会「ナミビアに関する資料集」［A/HRC/WG.6/38/NAM/2］（2021

年 2 月 26 日） 

79.  国連の国別チームは、継続的な努力にもかかわらず、ジェンダーを理由とし

た暴力、特にレイプや親密なパートナーからの暴力の件数が依然として大きな

懸念であると述べた。［注 100］ 

 

エ 英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした暴力

を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

2.4 危険 

b. 社会における取扱い 

https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/namibia?formofviolence=b51b5bac425b470883736a3245b7cbe6
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3905299
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
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… 

2.4.6 2013 年、政府の人口保健調査（DHS）（入手可能な最新の包括的データセッ

ト）では、女性の 28％と男性の 22％が、夫が妻を殴ることは正当化されると考

えていた。ジェンダーを理由とした暴力（GBV）の要因としては、一般に、薬物

やアルコールの乱用、文化的・宗教的な慣習、非識字および限られた教育、若年

婚、失業、家族の歴史などがあり、ジェンダーに基づく暴力被害を経験する女性

の危険に影響を与えている（「文化・家族・宗教的態度」、「教育・雇用・経済的

平等」、および「独身・離婚女性／母親‐統計・傾向・態度」のセクションを参

照）。 

2.4.7 ジェンダーを理由とした暴力の蔓延は、入手可能なデータから評価するこ

とは困難であり、情報源はその方法論と分析において異なっている。さらに、被

害者を非難したり辱めたりする既存の社会的態度が、事件の過少報告を招いた

り、調査において女性が経験について答える内容に影響においてを与えたりす

ることもある。2013 年の人口保健調査では、既婚女性の 33％が配偶者からの（身

体的、性的および／または精神的な）虐待を報告した。しかし、2017 年には（ア

フロバロメーター〔Afrobarometer〕による小規模な調査で）、回答者の 91％が、

自分自身または自分の家族が過去 1 年にジェンダーを理由とした暴力を経験し

ていないと回答している（「女性に対する家庭内および公共の場での暴力」セク

ションを参照）。  

2.4.8 警察は、2020 年 9 月末までの 1 年間に、896 件のレイプ事件と 74 件のジェ

ンダーに基づく殺人を含む、全国でほぼ 6,000 件のジェンダーを理由とした暴力

事件を記録した（最も発生率が高いのは、人口が最も多い中部ホマス州である）。

女性と女児が経験するその他の形態のジェンダーを理由とした暴力には、ドメ

スティック・バイオレンス（レイプと並んで最も多く遭遇する形態である）、性

的虐待、職場でのセクハラ及び人身取引が含まれる。女子の児童婚（18 歳未満）

の蔓延率は約 18％であり、農村部や北部カバンゴ州、サン族など社会から疎外

された民族コミュニティにおいて多いが、一般的には減少傾向にある（「女性に

対する家庭内および公共の場での暴力」及び「ジェンダーに基づく犯罪の発生

率」のセクションを参照）。  

… 

 

＜参考＞英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした

暴力を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

2.4.9 ジェンダーを理由とした暴力は、ナミビアで広く行われていると報告され

ているが、その多くは、その性質や繰り返しによって、迫害又は重大な危害の高

い閾値に達するほど重大なものではないと見られる。ただし、迫害の十分に理由

のある恐怖があること又は重大な危害を受ける現実的な危険があることを示す

のは本人であり、それぞれの事案はそれぞれの事実に基づいて評価される。 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
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オ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

子どもの性的搾取：… 

合意に基づく性行為の最低法定年齢は、16 歳である。国連が資金を提供し、証

拠に基づく集団的なアドボカシー活動と行動のためのプラットフォームであるエ

ンド・バイオレンス・アゲインスト・チルドレン〔End Violence Against Children〕

によると、女児の 9.8％、男児の 5.1％が 18 歳より以前に性的暴力を受けている。

法定のレイプ罪（加害者が被害者より 3 歳以上年長の場合、14 歳未満の子どもと

の性行為）の有罪判決の刑罰は、生存者が 13 歳未満の場合は 15 年以上の禁錮刑、

被害者が 13 歳以上 16 歳以下の場合は 5 年以上の禁錮刑である。14 歳以上 16 歳

未満の児童との性的関係に対する有罪判決には、最低刑期の規定はない。… 

 

カ 記事「ナミビア：昨年 2600 件を超えるジェンダーを理由とした暴力事件が報

告される」via AllAfrica（2021 年 9 月 8 日） 

ドリーン・シオカ〔Doreen Sioka〕・ジェンダー大臣は、今週、オハングウェナ地

方イエンハナ〔Eenhana〕で開催された第 23 回伝統的指導者協議会の年次総会で、

ロイヤル／ウイ/オ/オ〔Royal /Ui/o/oo〕副大臣（周縁化コミュニティ担当）が行っ

たスピーチの中でこのように述べた。 

「ジェンダーを理由とした暴力の恐ろしい事件が地元の新聞で報道されていま

す。ナミビア人、特に若者の命が失われており、その結果、孤児になる子供もいま

す。」 

警察の統計によると、2019‐20 会計年度には約 5,427 件のジェンダーを理由と

した暴力関連事件が記録されたのに対し、2020‐21 会計年度には約 2,643 件が記

録された。 

… 

 

(2) 強制結婚 

ア 英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした暴力

を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

5.5 子どもと強制結婚 

5.5.1 OECD の社会制度・ジェンダー指数（SIGI）2019 の報告書は、「憲法第 14 条

は、結婚を 「成年」 に達した者に限定し、結婚は配偶者の自由かつ完全な同意

の下でのみ成立することを要求している...ナミビアの法定婚姻年齢は男女とも

18 歳であるが、21 歳未満の者は両親もしくは法定後見人の許可が必要で、これ

が得られない場合には高等裁判所の特別な許可が必要となる（1961年婚姻法 25、

第 26 条）。」と説明している。 

5.5.2 インドンゴとパズカワンバ（Indongo and Pazvakawambwa）の 2015 年の報告

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://allafrica.com/stories/202209080170.html
https://allafrica.com/stories/202209080170.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
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書は、「早期結婚の慣行は、特に僻地の農村地域では依然として行われていると

報告されているが、減少傾向にある。」と指摘している。 

5.5.3 ナミビアの 2019 年女性・平和・安全に関する国家行動計画（Namibia National 

Action Plan on Women, Peace and Security, “NNAPWPS”）は、「（子どもと大人の） 

強制結婚がいまだに横行している地域もある。」と指摘している。 

5.5.4 国連人口基金（UNFPA）は、2020 年 10 月にジェンダー平等・貧困撲滅・社

会福祉省（MGEPESW）の児童婚報告書の公表について報告した。UNFPA は、

「報告書によると、ナミビアの少女の児童婚の割合は 18.4%であるが、少年の場

合は 4.1%とかなり低い。地域別では、女子の児童婚の割合が最も高いのはカバ

ンゴ〔Kavango〕地域で 39.7%と報告され、クネネ〔Kunene〕は 24%、ザンベジ

〔Zambezi〕は 23.8%、オマヘケ〔Omaheke〕は 23%、オチョソンドュパ

〔Otjozondjupa〕は 22.6%と報告された。」と述べている。 

... 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

児童婚、早婚、強制結婚：法律は 18 歳未満の男女の民事婚を禁止している。農

村部では児童婚や早婚が報告されている。 

 

ウ フリーダムハウス「Freedom in the World 2023」（2023 年） 

中絶ができるのは、医学的に危険な状態にある人と、レイプや近親相姦の被害者

だけだ。強制結婚や児童婚が発生しており、少女の 7%は 18 歳になる前に結婚し

ている。男女平等省の 2020 年調査によると、少女の児童婚率はカバンゴ〔Kavango〕

地域が 40%で最も高く、クネネ〔Kunene〕地域が 24%で続いた。 

 

エ IRBC「ナミビア：強制結婚（家族が従兄弟やおじを配偶者に選ぶか否か含む）；

一夫多妻制が行われているか；伝統的慣習に従わなかった者の国家保護の利用

可能性」（2011 年 5 月 10 日）＜refworld 収録＞ 

強制結婚 

... 

ナミビアの一部のコミュニティでは、決められた結婚や若い女性の強制結婚も

一般的に行われている。若い女性は叔父やいとこなど、通常は自分よりずっと年上

の男性に引き渡される。これらのコミュニティの若い女性には選択の余地がなく、

親や他の一族のメンバーが誰と結婚するかを決める。 

他の形態の強制結婚は、女性が亡くなった姉妹の夫と強制的に結婚させられる

ケースや、未亡人が義理の兄や亡くなった夫の別の親戚と強制的に結婚させられ

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.ecoi.net/en/document/2097716.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4e4278b62
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4e4278b62
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4e4278b62


ナミビア 2024 年 1 月 4 日（翻訳反映 2024 年 2 月 26 日） ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

10 

るケースで行われている。これも拡大家族の中で富を維持するためである。（現地

の女性リーダーシップ・センター（WLC）、2005 年 12 月 12 日） 

WLC の声明によると、女性が誰と結婚するかは、彼女の家族によって「拡大家

族の中で富を維持する」ために行われる（同上）。4 年後の 2009 年、WLC の事務

局長は再び、ナミビアの女性はいまだに強制結婚のような有害な慣習を受け入れ

るように育てられていると書いている（New Internationalist、2009 年 7 月 1 日） 。 

... 

一夫多妻制の慣習 

プリスカ N.アニョロは、シンクタンクのコンラート・アデナウアー・シュティ

フトゥングのナミビア事務所が資金援助している出版物への寄稿者である。彼女

は、ナミビアの一夫多妻制を一人の男性が複数の女性と結婚することと定義し、

1995 年に出版されたナミビアの結婚と慣習法に関する書籍を引用し、慣習法の下

で行われる伝統的な結婚は 「潜在的に一夫多妻制」 であると説明している（アニ

ョロ 2009, 255 ページ）。さらに彼女は、この本の著者は慣習結婚は個人間の結婚

というよりも 「二つの家族や血縁集団の融合」 として理解されていると述べて

いる、と付け加えている (同上) 。これと似たようなものとして、ナミビアの女性

差別撤廃委員会（CEDAW）への第二回と第三回の合同報告書は、 「ナミビアの法

律は慣習結婚の登録を要求しておらず」、慣習結婚は 「花嫁と花婿の家族の融合」 

とみなされていると指摘している（ナミビア 2005 年 9 月 2 日）。またアニョロは、

慣習法は男女が婚姻契約を結ぶべき年齢を定めていないが、通常は思春期または

それを許容できる社会的成熟度に到達する前には結婚しないと指摘している（ア

ニョロ、2009 年、255 ページ）。 

… 

 

(3) オルフコ祭〔Olufuko〕を含む子どもへの危害 

ア CERD「人種差別撤廃条約第 9 条に基づくナミビア政府による第 16 回乃至第

18 回合同報告（2019 年提出期限）」（2022 年 2 月 18 日）＜ecoi.net 収録＞ 

N. 文化的活動に平等に参加する権利 

… 

177. ナミビア放送局（NBC）は、ナミビアのさまざまな集団の文化活動にスポッ

トを当てている。オフルコ〔Olufuko〕は、ナミビアのオムサティ〔Omusati〕州

オウタピ〔Outapi〕で毎年開催される祭りの中心であるオフルコ祭は、2012 年に

始まった。… 

 

イ 国連人権理事会「普遍的定期的審査に関する作業部会報告‐ナミビア」（2021

年 6 月 29 日）＜ecoi.net 収録＞ 

Ⅱ 結論と勧告 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2047301/cerd_c_nam_16-18_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2047301/cerd_c_nam_16-18_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058932/A_HRC_48_4_E.pdf
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138. 以下の勧告は、ナミビアによって検討され、また、ナミビアは、適宜、遅く

とも第 48 回人権理事会までに、回答を提出すること。 

… 

138.235 児童婚を伴うオルフコ〔Olufuko〕の儀式など、女性と女児に有害な伝統

的慣行を根絶するため、そのような慣行を犯罪化し、加害者とされる者を訴追す

る努力を強化すること（ブラジル）； 

 

ウ 英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした暴力

を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

5.4 性的暴力（レイプを含む） 

… 

5.4.7 国連人権理事会の 2021 年 2 月 26 日付け「ナミビアに関する資料集」は、

次のように述べている。 

「国連の国別チームは、継続的な努力にもかかわらず、ジェンダーに基づく暴

力、特にレイプや親密なパートナーからの暴力の件数が依然として大きな懸念

であると述べた。」 

「同委員会は、女性と女児に有害な伝統的慣習、特に児童婚と性的入門儀式を

伴うオルフコ〔Olufuko〕の儀式が蔓延していることに引き続き懸念を表明した。

同委員会は、ナミビアは有害な伝統的慣習を犯罪化し、加害者とされる者を訴追

することで、有害な伝統的慣習を排除する努力を強化すべきだと述べた。」［注

129］ 

… 

5.5 子どもと強制結婚 

… 

5.5.5 ナミビア・サン紙は、同上の MGEPESW の「児童婚」報告書の発行につい

て報じた。同記事は、女性の権利活動家ロサ・ナミセス〔Rosa Namises〕のコメ

ントに言及し、「…サン族〔San〕やオバヒンバ族〔Ovahimba〕のような周縁化さ

れたコミュニティは、深く根付いた文化的な信念のために最も危険にさらされ

ている…」。同記事はまた、ドリーン・シオカ〔Doreen Sioka〕・ジェンダー担当

大臣にも言及した。同氏は、「…女性らしさの聖なる火の祝い、決められた結婚

及びオルフコを含むよく知られた伝統的儀式を有害な儀式として非難した。彼

女によれば、これらの儀式のほとんどは、思春期に行われ、少女が成人して結婚

する準備に主眼が置かれているという。」［注 135］ 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

(4) GBV への政府による取組み、国家保護 

ア 国連人権理事会「ナミビアに関する資料集」［A/HRC/WG.6/38/NAM/2］（2021

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3905299
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年 2 月 26 日） 

80. 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、家庭内の暴力と虐待が国

民の大多数によって容認または黙認されていることを指摘し、特にナミビアに

対し、そのような暴力の被害者が救済を求め、保護を得る際に直面する障害に対

処するよう勧告した。［注 101］ 

81. 拷問禁止委員会は、ナミビアは女性と子どもに対する暴力についての認識を

高める努力を強化すべきであり、そのためには子どもたちにそのような暴力に

ついての教育を受けさせること、警察や法執行部隊に専門的な訓練を提供する

こと、加害者の効果的な捜査、訴追、処罰を確保することなどが必要であると述

べた。［注 102］ 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

イ 英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした暴力

を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

2.4 危険 

a. 国家による取扱い 

2.4.1 人の個人的特徴（ジェンダーを含む）による平等および差別からの自由の権

利は、憲法に規定されており、国内法はジェンダーを理由とした差別や暴力に対

する保護を規定している。これには、若年婚、職場における差別やセクシュア

ル・ハラスメントを禁止する法律や、性的暴力、レイプ、ドメスティック・バイ

オレンス、人身取引を犯罪とする法律が含まれる。女性の権利を守る法的措置に

加え、政府は、ジェンダーを理由とした暴力が依然として「重大な懸念」である

ことを認め、「国家ジェンダー政策」（2010～2020 年）や「ジェンダーを理由と

した暴力に関する国家行動計画」（2019～2023 年）など、ジェンダーの平等を推

進するための政策や教育プログラムを発表している（「法的背景」および「政府

の政策とプログラム」のセクションを参照）。 

… 

2.5 保護 

2.5.2 例えば、強姦（夫婦間の強姦を含む）に 45 年以下の自由刑が科されるなど、

ドメスティック・バイオレンスや性的暴力に対して、罪の重さに応じた罰則を定

めた具体的な法律がある。さらに、2019 年以降に採択された「児童の養育及び

保護に関する法律」（2015 年法律第 3 号）や「人身取引撲滅に関する法律」（2018

年法律第 1 号）などは、大人と子どもの人身取引の防止と対応を規定し、児童

婚の助長に対する罰則を定めている。政府は、2020‐21 年度、拷問の禁止に関

する法案および DV 防止法に関する法案、2000 年強姦撲滅法をより厳しい実刑

判決を可能にし、有罪判決を確保するための改正法案など、ジェンダーを理由と

した暴力に関する既存の法律を強化する法案を提出し、後者は国会に上程され

た（しかし未制定）（「立法」、「女性に対する家庭内および公的暴力」、「法律の執

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf


ナミビア 2024 年 1 月 4 日（翻訳反映 2024 年 2 月 26 日） ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

13 

行と運用」および「差別及びジェンダーを理由とした暴力に対する国の姿勢」の

セクションを参照）。 

2.5.3 ナミビア政府は、ナミビア警察や独立した司法を含む、一般的に効果的な刑

事司法制度を運営している。ジェンダーを理由とした暴力保護部門は、警察、ソ

ーシャルワーカー、弁護士及び医療関係者を擁し、全 14 州に設置され、事件の

処理及び捜査、ならびに被害者とその家族へのサービスを提供している。警察の

サービスや治安判事裁判所は、小さな町を含め、全国で利用可能であると報告さ

れているが、農村部やサン族女性（一般に疎外されたコミュニティ）にとって

は、アクセスはより困難かもしれない。ジェンダーを理由とした暴力事件の報告

や処理、被害者のその後の司法へのアクセスを妨げているその他の要因には、警

察が役に立たず、共感してもらえず、事件に対する適切な注意や緊急対応をして

くれないという思い込み、警察の訓練不足および刑事司法手続の長期化などが

ある。被害者はまた、家族や地域社会からの力で事件を取り下げたり、伝統的な

紛争解決を通じて解決したりすることもある（「保護へのアクセス」および「法

律の執行と運用」のセクションを参照）。 

2.5.4 2020 年には、家庭内殺人を含むジェンダーを理由とした暴力の報告件数は

減少したが、レイプの報告件数は増加した。報告されたジェンダーを理由とした

暴力事件のうち、レイプ事件の起訴と有罪判決は、警察の能力の限界と被害者の

取下げによって影響を受けているが、政府は加害者を逮捕、起訴及び有罪にする

ための真剣な努力を示している。裁判所は通常、ジェンダーを理由とした暴力で

有罪判決を受けた者の判決を執行しており、国内判例における抑止力のある判

決の実例や、司法関係者による公的なコメントは、裁判所がジェンダーに基づく

犯罪を深刻にとらえていることを示している（「ジェンダーに基づく犯罪の発生

率」、「法律の執行と運用」および「女性に対する家庭内および公共の場での暴

力」のセクションを参照）。 

2.5.5 DV 防止法では、虐待を止め、接触を防ぎ、被害者への家賃や扶養料の支払

いを命じ、また、子どもの監護権を制限するなどを内容とする保護命令を、治安

判事裁判所で取得することができる。被害者による治安判事裁判所での DV 申

請の登録は過去 3 年間で増加しており、その間、5,000 件以上の暫定的保護命令

と 2,600 件以上の最終的保護命令が発出されたが、これらが DV の増加によるも

のなのか、被害者が被害を届出て保護を得ようとする意欲が高まったことによ

るものなのか、刑事司法サービスの有効性が高まったことによるものなのかを

確認するのは難しい（「ジェンダーを理由とする犯罪の発生率」、「法律の執行と

運用」および「女性に対する家庭内および公共の場での暴力」のセクションを参

照）。 

2.5.6 ドメスティック・バイオレンスの被害者の中には、政府のシェルター及び支

援を利用できる者もいるが、多くのシェルターやセーフハウスは人員や資金不

足のために閉鎖されたままであり、農村部や社会から疎外されたコミュニティ

におけるアクセスは困難である。2021 年 6 月には、全国で 8 つのシェルターが

稼働していたと言われている。ナミビア全土で活動する非政府組織（NGO）が
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多数あり、政府と協力して、人身取引やジェンダーを理由とする暴力の被害者に

対してシェルターや社会サービス、医療・心理ケア、その他の基本的ニーズを提

供している（「保護へのアクセス」、「シェルターと証人保護」および「支援とサ

ポート」のセクションを参照）。 

… 

 

ウ CEDAW「ナミビアの第 4 回・第 5 回合同定期報告に関する総括所見」

［CEDAW/C/NAM/CO/4-5］」（2015 年 7 月 24 日） 

固定観念及び有害な慣行 

18. 委員会は、家庭や社会における女性と男性の役割及び責任に関する差別的な

固定観念や根強い家父長的な態度と同様に、有害な慣行が根強く残っているこ

とに懸念を抱いている。委員会は、寡婦相続、性的イニシエーション、一夫多妻

制のような有害な慣行の程度に関するデータが欠如していることに特に懸念を

抱いている。委員会は、前回の総括所見（CEDAW/C/NAM/CO/3, paras. 16 and 17）

を想起し、締約国が、伝統的な有害な慣習の程度と蔓延、また、女性に有害な慣

習や慣行が廃止されることを確実にするために、伝統的権威法（2000 年第 25 号）

と 2003年共同体裁判所法の実施の影響に関する調査をまだ実施していないこと

に留意する。 

 

エ 記事「ナミビア：昨年 2600 件を超えるジェンダーを理由とした暴力事件が報

告される」via AllAfrica（2021 年 9 月 8 日） 

… 

ジェンダー省はジェンダーを理由とした暴力に関して伝統的な権威を関与させ

る戦略を策定している最中でもあると、同氏は述べた。 

「ナミビア社会では、伝統的指導者の影響力は依然として強い。コミュニティの

長として、伝統的指導者は重要な意思決定者であり、伝統、文化、儀礼の管理者と

なっています。」 

… 

世界保健機関（WHO）によれば、ナミビアでは確固たる政策と法的枠組みがあ

るにもかかわらず、女性と女児は家庭や学校、コミュニティなど、生涯を通じて暴

力にさらされている。」 

… 

シオカは、いくつかの有害な伝統や文化がジェンダーを理由とした暴力を助長

していると述べた。 

「したがって、伝統や文化の管理者である伝統的権威は、ジェンダーを理由とし

た暴力や女性や子どもに対する暴力に関連する有害な伝統や文化に対処するため

の鍵となります」と彼女は述べ、積極的な慣習法を施行することによって、子ども

https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/africa/namibia/namibia%20cedaw%20co.pdf?vs=829
https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/africa/namibia/namibia%20cedaw%20co.pdf?vs=829
https://allafrica.com/stories/202209080170.html
https://allafrica.com/stories/202209080170.html
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たちが暴力のないコミュニティで成長することを保証するために、それに応じて

行動する必要があると付け加えた。 

… 

 

(5) 身寄りのない女性 

ア ●英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とした暴

力を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

4.6.2 The UNDP report 2019 noted: 

‘In Namibia, 44% of rural households are headed by females. Most female landowners are 

widows who inherited the land from their husbands, typically following a major 

confrontation and possible interventions by the law; others obtained land through divorce 

or inheritance from families. Since the promulgation of the Communal Land Reform Act 

in 2003, single women have been able to register their land without the consent of family 

members. Corruption in the land sector (and land administration in particular) hinders 

women’s access to land ownership and affects their use of and control over the land… It 

is still difficult for women to secure land in urban areas.’64 

4.6.3 Ndapewa F Nakanyete, Romie V Nghitevelekwa, Mark M Matsa, John Mendelsohn; 

Selma Lendelvo and Fanuel Shikale’s paper ‘Communal Land Tenure Security for 

Widows in the Eenhana Constituency of the Ohangwena Region, Namibia’, published in 

the Journal of International Women’s Studies, February 2020 noted: ‘Widows are a 

particularly singled-out social group for legal protection, land security and rights to land 

enjoyed during their spouses’ lifetimes, and are granted protection, at least on paper, from 

discriminatory practices such as unlawful land evictions…Through this case study, the 

findings establish that even though Namibia acclaims progressive policies and legislative 

frameworks on gender equality, there are still pockets of discrimination against widows 

where they continue to be at risk of losing their land rights in some of Namibia’s 

communal areas.’65 

… 

4.6.5 The USSD report 2020 noted: ‘The law bases marital property solely on the domicile 

of the husband at the time of the marriage and sets grounds for divorce and divorce 

procedures differently for men and women. The law protects a widow’s right to remain 

on the land of her deceased husband, even if she remarries. Traditional practices in certain 

northern regions, however, permitted family members to confiscate the property of 

deceased men from their widows and children.’67 

… 

4.6.7 The Summary of Stakeholders’ submissions on Namibia to the UN Human Rights 

Council Working Group on the Universal Periodic Review (UPR), 3rd cycle, published 

18 February 2021 (Stakeholders’ submissions on the UPR), in information provided in 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
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joint submissions from civil society organisations (JS269) stated: ‘…the draft bill on the 

Recognition of Customary Marriages which had been introduced many years ago, had 

yet to be adopted. This had resulted in a lack of formal recognition of customary 

marriages and no general protection of property rights, leaving women married under 

customary law vulnerable during their marriage and in cases of divorce and death of their 

spouse. In addition, the failure to reform the archaic law on divorce, which was 

faultbased, had made it difficult and expensive to obtain a divorce.’70 

… 

4.7.1 The MoHSS DHS 2013 stated: ‘A large majority of respondents age 15-49 (60 

percent of women …) have never been married. Thirty-four percent of women… are 

currently married or living together with a partner as if married, while 7 percent… are 

divorced, separated, or widowed. The proportion of formerly married women increases 

with age.’72  

4.7.2 Indongo and Pazvakawambwa’s 2015 paper noted in its conclusion: ‘…there is a 

social change in the Namibian society as reflected in the emerging marital patterns of 

declining marriages, rising cohabitation and rising singlehood… ‘A crucial factor that has 

led to increased childbearing amongst single women is the fact that increasingly, the 

stigma attached to bearing children out of wedlock is disappearing. It is no longer 

considered taboo for a woman to choose to have children outside the confines of 

marriage, in fact in some societies it is becoming a very normal occurrence. In more 

liberal and secular societies the stigma has been disappearing.’ 73 

… 

4.7.4 The Namibian, a Namibian newspaper, in the article Tackling Single Parenthood, 21 

April 2017 noted: ‘While society might be more open and understanding of the plight of 

single parents, there are still those who ostracise and marginalise people precisely for this 

reason. Single parents are judged either because they were not able to make their 

relationships work or for having children out of wedlock. There have been instances 

where in some churches, single parents are treated like they are less worthy than the rest 

of the congregation, forcing them to sit at the back and excluding them from certain 

church activities.’75 

… 

8.1.1 Organisations found to be operating in Namibia including (but not limited to): 

… 

• The Single Parents Support Foundation (website launched in 2017) provide counselling 

to single parents, encourage self-reliance and alleviate domestic violence across 

Namibia’s 14 regions233. The website was not fully operational (as at June 2021) but there 

was a Facebook page and contact details. 

• Happydu Village, an NGO based in Windhoek. Their website provided information on 

their project for young single mothers living in the suburbs of the city, where it reported 
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high levels of sexual violence and alcohol abuse. The project offered psychological 

support and training234 . 

• Regain Trust NGO, established in 2015, provide counselling and advocacy around 

gender-based violence235 . 

• The Legal Assistance Centre (LAC) which works on litigation, information and advice, 

education and training, research, and law reform and advocacy on issues including gender 

equality and discrimination (such as domestic violence and rape)236 . 

… 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

＜参考＞●英国内務省「国別指針と情報ノート ナミビア：ジェンダーを理由とし

た暴力を恐れる女性」（2021 年 9 月） 

2.6 Internal relocation 

… 

2.6.2 Namibia is a relatively large country, about 3 ½ times the size of the UK, but with a 

small population estimated to be around 2.6 million. The largest city is Windhoek (with 

around 446,000 people) and the majority (55%) of people live in rural areas, in the north 

and northeast parts of the country. The law provides for freedom of internal movement 

and the government generally respects these rights, which apply equally to women (see 

Freedom of movement). 

2.6.3 In general, there are parts of the country, such as (but not limited to) Windhoek, 

where a woman, including a single woman or one with children to support, would not 

face persecution or serious harm and could reasonably relocate to. This will be more 

likely to be viable if the woman can access accommodation and support networks, or is 

educated, skilled or wealthy enough to be able to support herself. Where a woman may 

seek to access a government or NGO shelter, decision makers must not only have regard 

to the availability and accessibility of shelters/centres but also to the situation the woman 

may reasonably and foreseeably face after she leaves such centres. Each case must be 

considered on its own facts. 

 

イ ●米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

Discrimination: Civil law prohibits gender-based discrimination, including discrimination 

regarding employment, divorce, education, housing, and business and property ownership. 

The government generally enforced the law effectively. Women experienced some 

discrimination in employment and persistent discrimination in access to credit, salary level, 

owning and managing businesses, education, and housing. Some elements of customary 

family law provide for different treatment of women. Civil law grants maternity leave to 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/616ea52ae90e07197a68c2b7/NAM_CPIN_Women_fearing_GBV.pdf
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
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mothers but not paternity leave to fathers. The law bases marital property solely on the 

domicile of the husband at the time of the marriage and sets grounds for divorce and divorce 

procedures differently for men and women. The law protects a widow’s right to remain on 

the land of her deceased husband, even if she remarries. Traditional practices in certain 

northern regions, however, permitted family members to confiscate the property of deceased 

men from their widows and children. 

 

ウ ○Asylos「クエリー回答［AFR2022-30］ナミビア：単身女性および性暴力被害

者の状況（Namibia: Situation of single mothers and victims of sexual violence）」

（2023 年 1 月） 

 

5. LGBT 

(1) 法制度 

ア FIS「ナミビア：レズビアン、レズビアンへの態度、国家保護」（2019 年 4 月 30

日）＜EUAA COI Portal 収録＞ 

植民地時代のナミビアから受け継いだローマ・オランダ慣習法では、男性同士の

性交渉をソドミーと定義し、犯罪としている。しかし、この禁止は施行されていな

い。この定義には、異性間のアナルセックスや女性間の性的関係は含まれない［注

1］。同性愛自体は（性的指向として）犯罪化されていないが、ソドミーを犯罪化し

た法律は同性愛を禁止していると誤解されることがある［注 2］。ソドミーの定義

では、性交渉が双方の同意のもとに行われるかどうか、私的な場で行われるか公の

場で行われるかを区別していない［注 3］。 

… 

…ある情報源によれば、レズビアンは他の性的／ジェンダー・マイノリティに比

べ、「目立たない」ため、また女性同士のセックスは犯罪ではないため、生きやす

いという［注 14］。 

 

注 1 米国国務省、2019 年 3 月 13 日；ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 96。 

注 2 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 97。 

注 3 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 96。 

注 14 Perestrelo／news24.com、2018 年 7 月 8 日。 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正

を加えた仮訳です。 

 

イ 英国内務省「国別政策情報ノート：ナミビア：性的指向およびジェンダー・ア

イデンティティと表現、2.0 版」（2021 年 11 月） 

https://resources.asylos.eu/available-research/information-about-the-report/?pdb=2212
https://resources.asylos.eu/available-research/information-about-the-report/?pdb=2212
https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Tutkimus_41328_vastattu.rtf
https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
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3.2 法令‐同性間の性行為 

3.2.1 男性同士の同性間性行為は、ソドミー罪及び自然に反する性犯罪という慣

習法上の罪により犯罪化されている［脚注 5］［脚注 6］［脚注 7］。自然に反する

性犯罪には、相互的な自慰行為、男性の両脚の間の摩擦による性的満足、および

同意の上での成人男性間のオーラルセックスが含まれる［脚注 8］［脚注 9］。ソ

ドミーは、男性間の肛門での性行為と定義され［脚注 10］［脚注 11］［脚注 12］、

異性間の肛門での性行為や女性同士の同性間性行為を含まない［脚注 13］。 

3.2.2 複数の情報源が、（男性の場合）禁止されている性行為を行わない限り、性

的指向を犯罪としたり、同性間の関係を禁止する法律はなく［脚注 14］、同性愛

はそれ自体としては違法ではなく［脚注 15］［脚注 16］［脚注 17］、また、女性

同士の同性間性行為に言及する法律はない［脚注 18］と指摘した。法改革発展

委員会（LRDC）が 2021 年 2 月に発表した「ソドミーと自然に反する性犯罪の

慣習法犯罪の廃止に関する報告書」には、次のように記載されている。「ソドミ

ー罪は、…参加した男性双方が刑事責任を負う。1977 年刑事訴訟法（1977 年法

律第 51 号）は、人がソドミー罪で起訴され、その犯罪のすべての要素を裏付け

る証拠が不十分な場合、強制わいせつ罪または暴行罪が妥当な評決であると規

定している…」［脚注 19］。 

… 

 

脚注 5 The Other Foundation「Canaries in the Coalmines」（10 頁）、2017 年 6 月 

脚注 6 Human Dignity Trust「Namibia」日付なし 

脚注 7 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（6 頁）、2021

年 2 月 

脚注 8 The Other Foundation「Canaries in the Coalmines」（10 頁）、2017 年 6 月 

脚注 9 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（6 頁）、2021

年 2 月 

脚注 10 米国国務省「米国国務省 2020 年報告」（セクション 6）、2021 年 3 月 21 日 

脚注 11 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（6 頁）、2021

年 2 月 

脚注 12 LAC「Namibian Law on LGBT Issues」（6 頁）、2015 年 

脚注 13 米国国務省「米国国務省 2020 年報告」（セクション 6）、2021 年 3 月 21 日 

脚注 14 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（2 頁）、2021

年 2 月 

脚注 15 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（2 頁）、2021

年 2 月 

脚注 16 The Other Foundation「Canaries in the Coalmines」（10 頁）、2017 年 6 月 

脚注 17 GRN「Addendum for the UPR」（パラ 16）、2021 年 9 月 14 日 
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脚注 18 The Other Foundation「Canaries in the Coalmine」（10 頁）、2017 年 6 月 

脚注 19 Law Reform and Development Commission「Abolishment of Sodomy」（6 頁）、2021

年 2 月 

 

(2) 社会における取扱い 

ア FIS「ナミビア：レズビアン、レズビアンへの態度、国家保護」（2019 年 4 月 30

日）＜EUAA COI Portal 収録＞ 

2016 年に実施された調査によると、ナミビアは同性愛の容認に関してアフリカ

で最も寛容な国のひとつである［注 4］。回答者の 55％が「とても前向き／やや前

向き」または「気にしない」と答えている［注 5］。情報源によれば、ナミビアは

また、権利侵害は起こるものの、性的少数者やジェンダー・マイノリティの人々に

とって一般的に安全と考えられている［注 6］。2016 年 7 月にナミビアン紙〔The 

Namibian〕のインタビューを受けたミスター・ゲイ・ナミビアによると、ナミビア

はゲイ・フレンドリーな国だが、LGBTI コミュニティにとって安全な避難所にな

るにはまだ道のりは長い。 

… 

ナミビア人の 80〜90％はキリスト教徒であり、ナミビアの教会は反同性愛のレ

トリックを強化していることで悪名高い［注 8］。同性婚は認められておらず、教

会は同性婚の承認や祝福を拒否している［注 9］。 多くのナミビア人は同性間の性

交渉をタブー視している［注 10］。あるナミビア人アーティストは、ナミビアでの

レズビアン・ライフを「少し窮屈なもの」と表現して次のように述べている。「ナ

ミビアでは、レズビアンであることが少し抑えつけられていると言えるでしょう。

あなたは実家で必ずしもレズビアンでいるというわけにはいかないでしょう。」

［注 11］。 

しかし、ナミビアの LGBTI の人々は、政治や社会的背景だけでなく、宗教や文

化の影響を受ける自分たちのコミュニティの寛容さによっても、異なる課題に直

面している［注 12］。 性的指向や性自認を秘密にしている LGBTI の人々は、例え

ば異性と結婚するなど、社会的に許容される生活をしている限り、原則として安全

や医療アクセスの問題に直面することはない［注 13］。ある情報源によれば、レズ

ビアンは他の性的／ジェンダー・マイノリティに比べ、「目立たない」ため、また

女性同士のセックスは犯罪ではないため、生きやすいという［注 14］。 

 

注 4 アフロバロメーター、2016 年 3 月 1 日、s. 2。 

注 5 アフロバロメーター、2016 年 3 月 1 日、s. 11。 

注 6 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日；ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100；米国

国務省、2018 年 4 月 20 日。 

注 8 SBS、2017 年 7 月 31 日。 

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Tutkimus_41328_vastattu.rtf
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注 9 フリーダムハウス、2018 年／1。 

注 10 米国国務省、2019 年 3 月 13 日。 

注 11 SBS、2017 年 7 月 31 日。 

注 12 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日。 

注 13 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 101。 

注 14 Perestrelo／news24.com、2018 年 7 月 8 日。 

 

1.ナミビアではレズビアンに対する権利侵害はどの程度あるのか？ 

…2013 年にナミビアの少数民族オンブズマンが発表した報告書によると、ナミ

ビアでは LGBTI の人々が虐待や屈辱を受けたり、レズビアンが「矯正レイプ」の

被害にあったり、家族が LGBTI マイノリティの子どもを見捨てたり、家から追い

出したりしているが［注 19］、報告書ではこれらがどの程度一般的なのかは明記さ

れていない。2016 年 4 月、国連人権委員会は、レズビアンに対するいわゆる「矯

正レイプ」など、性的／ジェンダー・マイノリティに属する人々が直面する差別、

ハラスメント及び暴力の報告について懸念を表明した［注 20］。 

現地 NGO のアウトライト・ナミビア〔Outright Namibia（ORN）〕［注 21］のデ

ィレクターによると、ナミビアは LGBTIQ のメンバーにとって一般的に安全な国

だが、特に当局からの脅威はある［注 22］。ナミビアの LGBTI マイノリティのほ

とんどの者は、自らが居住する区域外を歩くと、侮辱されたり、身体的な暴力や言

葉による暴力に直面することさえある。しかし、ほとんどの場合、自身がコミュニ

ティの一員として知られており、受け入れられている自らの居住区においては、概

して安全である［注 23］。米国務省の 2018 年人権報告書によると、2018 年にはト

ランスジェンダーに対する嫌がらせや暴行の個別事件が報告されているが、報告

書にはその他の性的／ジェンダー・マイノリティが直面する嫌がらせや暴力につ

いては明記されていない［注 24］。地元の女性リーダーシップ・センター（WLC）

のプログラム・ディレクターであるリズ・フランク〔Liz Frank〕によると、ナミビ

アの若いレズビアンは、日常生活において多くの差別やスティグマ、暴力に直面し

ており、これは「一部の政治的指導者による長年にわたる彼らに対するヘイトスピ

ーチの結果」だという［注 25］。 

 

注 19 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100。 

注 20 国連人権理事会、2016 年 4 月 22 日、s. 2。 

注 21 2010 年に設立されたアウトライト・ナミビアは、ナミビアの LGBTIQ+の人々の問

題と権利を促進するために活動している。詳細はこちら： 

https://outrightnamibia.org.na/about-us/ 

注 22 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日。 

注 23 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100。 

https://outrightnamibia.org.na/about-us/
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注 24 米国国務省、2019 年 3 月 13 日。 

注 25 ナミビア・エコノミスト、2018 年 1 月 9 日。 

 

2. 当局はレズビアンをどのように取扱っているか？ レズビアンに対する国家

保護はあるか？ 

… 

ナミビアの LGBTI マイノリティもまた、医療従事者からの嘲笑や侮蔑に直面し

ており［注 36」、多くの者が病院での医療サービスを拒否されている［注 37］。… 

 

注 36 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100；ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年

11 月 21 日。 

注 37 ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年 11 月 21 日。 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正

を加えた仮訳です。 

 

イ 英国内務省「国別政策情報ノート：ナミビア：性的指向およびジェンダー・ア

イデンティティと表現、2.0 版」（2021 年 11 月） 

b. 社会における取扱い 

… 

2.4.18 トランスジェンダー及びレズビアンの者は、その他の LGBTI の人びとと

比較し、その者の社会・経済的な地位に拠っては、公的サービスの利用において

より困難に直面する可能性があり、また、ホームレス状態や失業状態に陥りやす

い（「ヘルスケア、性別適合及びホルモン補充」セクションを参照）。 

2.4.19 非国家主体が LGBTI の者に対し、言語的、身体的及び性的な侵害行為を

含むハラスメントや暴力を加えているという報告がある。レズビアンの「矯正レ

イプ」の報告もあるが、最近（過去 3 年間）の情報が不足しており、そのような

取扱いの規模や頻度について、入手可能な証拠は限られている。複数の情報源

は、偏見や差別へのおそれから、同性愛嫌悪の事件が十分に報告されていない可

能性があると指摘している。トランスジェンダー嫌悪のヘイトスピーチや攻撃

も発生しており、2020 年には元大統領候補によるトランス女性の拉致や暴言、

身体的な暴力が広く報道された。この事件は、本報告の執筆時点で、刑事及び民

事上の手続きにのっていた（民衆による取扱い」及び「トランスジェンダーの者

の取扱い」のセクションを参照）。 

… 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
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LGBTQI＋の者を標的にした非自発的な又は強制的な医療的な又は心理的な慣

行：NGO 及び LGBTQI＋コミュニティのメンバーによると、LGBTQI＋を標的に

した「矯正」レイプの事例があった。その他のいわゆる転換療法に関する情報は

得られなかった。 

 

(3) 政府による取組み、国家保護 

ア FIS「ナミビア：レズビアン、レズビアンへの態度、国家保護」（2019 年 4 月 30

日）＜EUAA COI Portal 収録＞ 

ナミビアにおける性的／ジェンダー・マイノリティに対する態度の全般的な改

善は、2017 年 7 月以来、同国が大きな反対や暴力なしに、性的／ジェンダー・マ

イノリティのための文化的・人権的イベント「プライド」とそれに伴う行進を開催

してきたという事実に反映されている［注 15］。政府はプライド行進を憲法で保護

された平和的集会として認めている［注 16］。 

 

注 15 米国国務省、2018 年 4 月 20 日；SBS、2017 年 7 月 31 日。 

注 16 米国国務省、2019 年 3 月 13 日。 

 

2. 当局はレズビアンをどのように取扱っているか？ レズビアンに対する国家

保護はあるか？ 

ナミビアでは、警察等の当局による性的／ジェンダー・マイノリティに対する偏

見や侮辱、差別、さらには暴力が存在する［注 26］。2016 年 4 月、国連人権委員会

は、性的／ジェンダー・マイノリティに属する人々に対する警察当局による暴力や

嫌がらせの報告について懸念を表明した［注 27］。国連拷問禁止委員会は、2017 年

2 月に発表した文書の中で、ナミビアの LGBTI の人々が拘禁中に不当な取扱いを

受けているという報告について懸念を表明した［注 28］。 

暴行やその他の権利侵害を訴える LGBTI の人々は、警察署で屈辱的な取扱いを

受けたり、サービスを拒否されたりすることが多い［注 29］。例えば、レイプの訴

えが証拠不十分を理由に受理されないこともある［注 30］。法律違反は、それが極

端な場合にのみ報告される［注 31］。2013 年にナミビアのマイノリティ・オンブ

ズマンが発表した報告書によると、警察は LGBTI の人々の苦境や安全に理解を示

しておらず、その結果、権利侵害の多くのケースが報告されないままになっている

［注 32］。 この状況は、LGBTI の人々による刑事告訴に基づき立件された事件の

ほとんどが、起訴に至らないという事実によって悪化している［注 33］。 

国連拷問禁止委員会は、2017 年 2 月発表の文書の中で、LGBTI の人々に対する

暴力、嫌がらせ、虐待、レイプ及び殺人が、適切に捜査、起訴及び処罰されていな

いという報告について懸念を表明した［注 34］。 

アウトライト・ナミビアによると、ナミビアには憎悪犯罪被害者専用のシェルタ

https://coi.euaa.europa.eu/administration/finland/PLib/Tutkimus_41328_vastattu.rtf
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ーがなく、国が運営するシェルターへのアクセスが困難であるため、同団体は

LGBTI コミュニティの被害者を保護するための非公式な代替手段を模索せざるを

得なかった［注 35］。 

…ナミビア憲法の性別による差別の禁止は、性的指向や性自認を理由とする差

別を禁止していない。実際、ナミビアの性的／ジェ ンダー・マイノリティの人び

とは、公共サービスを受けようとするときや［注 38］、自分たちの権利を公然と広

めようとするときなど、嫌がらせや差別に直面している［注 39］。 

… 

 

注 26 国連人権理事会、2016 年 4 月 22 日、s. 5；ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日；ナミ

ビア・オンブズマン、2013 年、s. 98、100；国連拷問禁止委員会、2017 年 2 月 1 日、s. 

7；ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年 11 月 21 日；Perestrelo／news24.com、2018 年

7 月 8 日。 

注 27 国連人権理事会、2016 年 4 月 22 日、s. 5。 

注 28 国連拷問禁止委員会、2017 年 2 月 1 日、s. 7。 

注 29 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日；ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100；ナ

ミビアン・サン紙／ファクティバ、2017 年 11 月 21 日；Perestrelo／news24.com、2018 年

7 月 8 日。 

注 30 ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年 11 月 21 日。 

注 31 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日。 

注 32 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100。 

注 33 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日。 

注 34 国連拷問禁止委員会、2017 年 2 月 1 日、s. 7。 

注 35 ナミビアン紙、2016 年 7 月 29 日。 

注 36 ナミビア・オンブズマン、2013 年、s. 100；ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年

11 月 21 日。 

注 37 ナミビアン・サン紙／Factiva、2017 年 11 月 21 日。 

注 38 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー及びインターセックス

（LGBTI）の人びと。 

注 39 米国国務省、2019 年 3 月 13 日；フリーダムハウス、2018 年／1。 

※ 原文フィンランド語。訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳に修正

を加えた仮訳です。 

 

イ 英国内務省「国別政策情報ノート：ナミビア：性的指向およびジェンダー・ア

イデンティティと表現、2.0 版」（2021 年 11 月） 

2.5 保護 

https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
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… 

2.5.4 ナミビア政府は、ナミビア警察や独立した司法を含む、一般的に効果的な刑

事司法制度を運営しており、また、市民がオンブズマンや裁判所を通じて、国家

に対する人権侵害の苦情を報告するための監視メカニズムを持っている。国家

による重大な人権侵害は、公的汚職に限られており、加害者は処罰または起訴さ

れている。しかし、国家当局による恣意的な逮捕、拘禁、嫌がらせ及び LGBTI

の者に対する差別があり、警察による身体的・性的な暴力が報告されている（「差

別、ハラスメント及び暴力」、「国家保護」及び「監視メカニズム」のセクション

を参照）。 

2.5.5. 複数の情報源によれば、警察は一般的に LGBTI の者に対する暴力に係る訴

えを真剣に受け止めず、権利侵害行為の捜査はされず、訴追のための措置はとら

れない。LGBTI 当事者は、警察の嘲笑や援助の欠如のために、犯罪を報告する

ことに消極的かもしれない。それとは逆に、当局が LGBTI ヘイトクライムに対

応しているとの証拠もある。たとえば、2021 年に起きた公人によるトランスジ

ェンダー嫌悪の暴行加害者が逮捕され、現在も起訴が続いていることや、被害者

に保護が提供されていることなどが広く報じられている（「国家保護」セクショ

ンを参照）。 

… 

 

4.8 国家保護 

… 

4.8.4 世界的な性的指向・性自認・性表現・性特性（SOGIESC）の人権団体

ReportOUT は、2019 年 10 月、見知らぬ男性から性的暴行を受けたトランスジェ

ンダー当事者（匿名）の報告書を公表した。報告書には次のように記載してい

る。「私は近くの警察署に駆け込みましたが…警察官は誰一人として助けてくれ

ませんでした。彼らは皆、私の周りに集まり、私を嘲笑し始め、私が女性でない

のなら、私の事件を理解する必要すらないと言い放ちました。彼らは、私の話は

すべて異常であり、私の事件に対処する法的な方法はないから、どこか他をあた

ってくれと言いました。」［脚注 139］ 

4.8.5 2017 年から 2019 年 1 月までを対象とした「BTI 2020 国別報告書‐ナミビ

ア」は、次のように指摘している。「…LGBTI の権利は十分に認められておらず、

性的マイノリティのメンバーは（法的訴追はないが）差別を経験している。しか

し、基本的権利の保護は、警察の介入に関してはそれほど厳密ではない。警察は

同性愛者とみなされる人々に対して攻撃的な態度を示し、逮捕されたり刑務所

に収容されたりしている容疑者に対しても同様に職権を乱用している…と報告

されている。」［脚注 140］ 

4.8.6 ナミビアン紙は、2020 年 4 月 30 日付け「トランスジェンダーの女性を暴行

した容疑者 3 人を逮捕」と題する記事で、次のように述べた。「元大統領候補の



ナミビア 2024 年 1 月 4 日（翻訳反映 2024 年 2 月 26 日） ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

26 

フランズ・ミグブ／ゴアゴセブ容疑者とほか 2 人の男が、ゴバビスでトランス

ジェンダーの女性を暴行した容疑で逮捕された。一方、暴行を受けた 21 歳の原

告は、警察が保護する安全な場所に留まっている。」［脚注 140］ 

… 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

＜参考＞英国内務省「国別政策情報ノート：ナミビア：性的指向およびジェンダー・

アイデンティティと表現、2.0 版」（2021 年 11 月） 

2.5.6 一般的に、国家は効果的な保護を提供することはできるが、その意志はな

く、当事者は当局の保護を利用することはできない。ただし、決定権者は、それ

ぞれの事案についてそれぞれの事実に基づいて検討しなければならない。国家

の保護を求められない及び得ることができない理由を示す責任は、本人にある 

 

ウ ●Bertelsmann Stiftung「BTI Country Report 2022 - Namibia」（2022 年 2 月 23

日）＜ecoi.net 収録＞ 

Local rural communities and indigenous groups in more remote areas (e.g., San, Himba 

and Tjimba) are disadvantaged by the lack of proper infrastructure and child labor remains 

a common feature in several parts of the country. While ethnicity is a secondary aspect that 

can enhance opportunities if one belongs to an influential community, homophobic 

discrimination remains common. However, while the law still criminalizes same-sex 

relations, the law is not applied and LGBTI communities can publicly advocate for their 

rights. 

 

エ ●記事「Namibia: vote on a law against same-sex marriage」Africa News（2023

年 7 月 20 日） 

The text, aimed at contradicting a judgment of the Supreme Court which authorized the 

recognition of certain unions contracted abroad, was adopted by this assembly without 

encountering any opposition. However, it still needs to be endorsed by the lower house and 

promulgated by President Hage Geingob to come into force. 

The new law establishes that marriages concluded abroad between two persons of the 

same sex cannot be recognized in Namibia. 

… 

Sex between homosexuals is prohibited in Namibia under a 1927 sodomy law, which is 

rarely enforced. 

… 

In May, the Supreme Court ruled that same-sex marriages concluded overseas between 

https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.gov.uk/government/publications/namibia-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-namibia-accessible-version
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069762/country_report_2022_NAM.pdf
https://www.africanews.com/2023/07/20/namibia-vote-on-a-law-against-same-sex-marriage/
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Namibian citizens and foreigners should be recognized. 

 

6. 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

(1) 当局者の犯罪に対する政府の取組み 

ア ●米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

The government took steps to prosecute or administratively punish officials who 

committed abuses, whether in the security services or elsewhere in the government. 

 

(2) アルビニズム 

ア ●CERD「Concluding observations on the combined sixteenth to eighteenth 

periodic reports of Namibia」（2023 年 10 月 4 日） 

Equal access to quality education  

24. The Committee notes the efforts of the State party to expand equal access to quality 

education, including the financial support provided to students and learners from San, 

Ovatue and Ovatjimba communities through the Division of Marginalized Communities. 

However, the Committee is concerned that the State party has not taken measures to 

address the root causes of the disparate levels of access to quality education, including 

discrimination on the basis of race, colour, ethnicity or language. In particular, the 

Committee is concerned by the disproportionately high dropout rates among persons with 

albinism and among the San, Ovatue and Ovatjimba people. Furthermore, the Committee 

is concerned about reports of harassment of San, Ovatue and Ovatjimba students by 

teachers who belong to a different ethnic group or speak a different language (art. 5). 

 

イ ●フリーダムハウス「Freedom in the World 2021 – Namibia」（2021 年 3 月 3

日）＜ecoi.net 収録＞ 

Increased government support and NGO educational programs about the condition of 

people living with albinism, who are targeted by ritual killings, has helped improve their 

living experiences. 

 

ウ ●米国国務省「人権状況報告 2010 年‐ナミビア」（2011 年 4 月 8 日）＜ecoi.net

収録＞ 

During the year there were reports that two albino persons were killed and that their body 

parts were missing or mutilated, factors consistent with ritual killings. No arrests had been 

made by year's end. 

 

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2069079.html
https://www.ecoi.net/en/document/1034748.html
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7. 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

 

8. 司法制度・刑事手続 

 

9. 警察・治安部隊（刑務所等の状況含む） 

ア ●米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

Prison and Detention Center Conditions 

Prison conditions were harsh and life threatening due to food shortages, gross 

overcrowding, physical abuse, and inadequate sanitary conditions. 

Abusive Physical Conditions:  In its Ombudsman Annual Report for 2021/22, the Office 

of the Ombudsman documented incidents of food shortages, denied access to health care, 

lengthy and overcrowded pretrial detention, and poor hygienic conditions as human rights 

abuses.  The conditions allowed for the increased transmission of communicable diseases; 

tuberculosis continued to be prevalent among prison and detention center populations. 

Conditions were notably worse in pretrial holding cells than in prisons.  Human rights 

bodies and government officials reported significant overcrowding in holding 

cells.  Prisons, however, were not overcrowded.  In pretrial holding cells, sanitation and 

medical assistance were inadequate. 

… 

 

10. 報道の自由 

ア ●フリーダムハウス「Freedom in the World 2023」（2023 年） 

The constitution guarantees media freedom and freedom of expression. In practice, 

journalists face few legal restrictions and generally work without risking their personal 

safety. The judiciary has been credited with protecting media freedoms, and in July 2022, 

the Namibian Supreme Court overturned a defamation ruling against Namibia Media 

Holdings. The company and one of its former editors had been ordered to pay damages and 

the cost of the suit to a game farmer and his company over a 2017 news article that claimed 

elephants at his farm were kept in “deplorable” conditions. 

In May police fired rubber bullets at several journalists who were covering a protest at 

China Town in Windhoek. Earlier, in February, two freelance investigative reporters were 

briefly detained for allegedly trespassing at a private farm while investigating the alleged 

illegal sale of pregnant wild elephants, purchased at a controversial government auction, to 

unidentified groups in Dubai. 

While self-censorship is common in state media, private media remain critical of the 

government. Journalists faced impediments during the COVID-19 pandemic. In September 

2021, the labor minister, Utoni Nujoma, filed a defamation suit against the owners of the 

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.ecoi.net/en/document/2097716.html


ナミビア 2024 年 1 月 4 日（翻訳反映 2024 年 2 月 26 日） ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

29 

weekly Windhoek Observer and its editor over a 2019 article alleging he had extorted 

money from a farmer in 2017 and 2018. The case was referred for mediation. 

 

11. 宗教の自由 

 

12. 国籍、民族および人種 

(1) 先住民族 

ア ●Bertelsmann Stiftung「BTI Country Report 2022 - Namibia」（2022 年 2 月 23

日）＜ecoi.net 収録＞ 

1 | Stateness 

… 

There is a high degree of identification with the concept of the Namibian nation-state 

among all large ethnic groups in the country. Nevertheless, several local indigenous 

communities (e.g., the Himba and San communities), which live in more remote parts of 

the country and on the margins of society, often lack identity documents and full access to 

public services because of their remoteness. As a result, these communities continue to be 

less well integrated and have not internalized the concept of the Namibian nation-state to 

the same extent as most other population groups. More recently, ethnically motivated 

resentments and tensions – particularly among members of the Nama and the Ovaherero 

communities who feel discriminated against by the Oshivambo-speaking majority – remain 

a factor within Namibian politics, which has been acknowledged and criticized by the 

president. While these sentiments do not reject the nation-state concept, they do call into 

question some of the dominant perspectives of the Namibian nation and thereby add to more 

critical reflections on the definition of power within the nation-state model. 

※ 前掲 

 

イ ●国連人権理事会「ナミビアに関する資料集」［A/HRC/WG.6/38/NAM/2］（2021

年 2 月 26 日） 

4. Minorities and indigenous peoples110  

87.  While noting that Namibia had recognized 50 traditional authorities under the 

Traditional Authorities Act of 2000, the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination remained concerned that there were other indigenous peoples that had not 

been included in that process. It recommended that Namibia take measures to ensure the 

effective and inclusive participation of all indigenous peoples in political and public life 

at all levels.111 

… 

 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2069762/country_report_2022_NAM.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3905299
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ウ ●CERD「Concluding observations on the combined sixteenth to eighteenth 

periodic reports of Namibia」（2023 年 10 月 4 日） 

Equal participation in public and political affairs  

18. The Committee is concerned about the underrepresentation of certain ethnic groups in 

public and political affairs, in particular the San, Ovatue and Ovatjimba people. The 

Committee regrets the lack of updated information from the State party on the 

representation of the various ethnic groups. The Committee is also concerned that groups 

that self-identify as Indigenous communities are not represented by traditional authorities 

chosen in accordance with the will of the community in question. Moreover, the 

Committee is concerned about barriers to the equal participation of members of such 

groups in public and political affairs, including:  

(a) Prejudices or stereotypes regarding candidates or parties, compounded by the low 

level of representation of the ethnic groups to which they belong;  

(b) Threats and intimidation by politicians and public officials against communities 

regarding development projects, including those affected by the development of 

hydrogen projects;  

(c) The lack of guarantees, both in law and in practice, for communities to participate in 

decision-making processes, and the lack of consultations with affected communities 

regarding development or mining projects with a view to obtaining their free, prior and 

informed consent;  

(d) The fact that some communities, such as the Rehoboth Baster community, are not 

represented by traditional authorities appointed in accordance with the will of the 

community in question (art. 5). 

 

エ ●米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

SYSTEMIC RACIAL OR ETHNIC VIOLENCE AND DISCRIMINATION 

By law all traditional communities participate without discrimination in decisions 

affecting their lands, cultures, traditions, and allocation of natural resources. Nevertheless, 

due to their nomadic lifestyle, the San, the country’s earliest known inhabitants, were unable 

to exercise these rights effectively because of minimal access to education, limited 

economic opportunities, and their relative isolation. Some San had difficulty obtaining a 

government identification card because they lacked birth certificates or other identification. 

Government identification cards are required to access government social programs and to 

register to vote. A lack of access to police, prosecutors, and courts prevented San women 

from reporting and seeking protection from GBV. 

Indigenous lands were effectively demarcated but poorly managed. Many San 

community members lived on conservancy (communal) lands but were unable to prevent 

members of larger ethnic groups from using and exploiting those lands. Some San claimed 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
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regional officials failed to remove members of other ethnic groups from San lands. An 

October 2021 Amnesty International report stated unequal access to health care left the San 

community vulnerable to tuberculosis. The government responded the problem was not 

discrimination but a lack of San-speaking health-care providers. 

 

(2) 難民を含む移住者 ＜2024 年 1 月 4 日更新＞ 

① 難民の権利 

ア ●1999 年ナミビア難民（認定及び管理）法 ＜refworld 収録＞ 

19.    Reception areas and refugee settlements 

(1)  Notwithstanding the provisions of Article 26 of the UN Convention on Refugees, 1951, 

the Minister may by notice in the Gazette declare any part of Namibia to be an area (in 

this Act referred to as a reception area) for the reception or residence of- 

(a)  recognized refugees and protected persons; and 

(b)  persons who have applied in terms of this Act for refugee status; and 

(c)  members of the families of persons referred to in paragraph (b), or any categories 

thereof, as may be specified in that notice. 

(2)  The Minister may by notice in the Gazette establish in any reception area a refugee 

settlement for refugees or any category of refugees. 

(3)  The Minister may designate an authorized officer to be in charge of any reception area 

or refugee settlement. 

20.    Requirement to reside in reception area or refugee settlement 

(1)  Notwithstanding anything to the contrary in this Act or any other law contained, the 

Minister may by order in writing, served in the prescribed manner, require - 

(a)  a recognized refugee or protected person; or 

(b)  a person who has applied in terms of this Act for refugee status; or 

(c)  a member of the family of a person referred to in paragraph (b), to reside, subject to 

such conditions as the Minister may determine, in a reception area or a refugee settlement 

specified in that order. 

(2)  An authorized officer in charge of a reception area or refugee settlement may issue a 

permit in writing to any person who is required pursuant to an order made under 

subsection (1) to reside in the reception area or refugee settlement under his or her control 

authorizing such person to reside in any other reception area or refugee settlement 

specified in that permit. 

(3)  The provisions of subsections (1) and (2), in so far as they provide for a limitation on 

the fundamental right to move freely throughout Namibia and to reside and settle in any 

part of Namibia contemplated in paragraphs (g) and (h), respectively, of Sub-Article (1) 

of Article 21 of the Namibian Constitution, are enacted upon the authority conferred by 
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Sub-Article (2) of the said Article. 

 

イ ●Legal Assistance Centre（ナミビア）「REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS 

IN NAMIBIA」 

All refugees and asylum seekers in Namibia live in Osire Refugee Settlement. The 

Settlement is located in Osire, in between Otjiwarongo and Gobabis. Those living in the 

Settlement need to obtain an exit permit to leave, for example to go to the hospital in 

Otjiwarongo. Some refugees have left Osire Refugee Settlement without a permit, but 

information about their living conditions is lacking. 

The Settlement has its own police station, health clinic, primary and secondary school, 

and women’s centre. The Settlement is managed by the Ministry of Home Affairs and 

Integration and a local NGO. Some asylum seekers and refugees do casual jobs for the 

settlement administration, or work at the agricultural project. Others have small shops or do 

casual work to survive. 

… 

THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN 

NAMIBIA  

Refugees and asylum seekers in Namibia have, among others, the following rights:  

• Right to life, dignity and liberty  

• Rights to fundamental freedoms (freedom of expression, freedom from 

discrimination, freedom of religion)  

• Right to privacy  

• Right to marry  

• Right to housing (at the minimum, the same treatment as granted to other foreigners)  

• Right to health care  

• Right to education  

• Right of association  

• Right to access to justice  

Refugees also have the following rights:  

• Right to engage in wage-earning employment (refugees should at least get the same 

treatment as other foreigners)  

• Right to identity papers 

 

ウ ●CERD「Concluding observations on the combined sixteenth to eighteenth 

periodic reports of Namibia」（2023 年 10 月 4 日） 

Situation of non-citizens, including migrants, asylum-seekers, refugees and stateless 

https://www.lac.org.na/projects/sjp/Pdf/refugees_and_asylum_seekers.pdf
https://www.lac.org.na/projects/sjp/Pdf/refugees_and_asylum_seekers.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2098325/G2318081.pdf
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persons  

32. The Committee notes the planned amendments to the Namibian Citizenship Act (Act 

No. 14 of 1990) and the Namibia Refugees (Recognition and Control) Act (Act No. 2 of 

1999), the drafting of bills on regularization of the status of certain residents of Namibia 

and their descendants and on statelessness determination and protection, and the tabling 

of a bill on civil registration and identification. Reiterating its previous concerns,6 the 

Committee regrets that the State party maintains its reservation to article 26 of the 

Convention relating to the Status of Refugees, restricting freedom of movement within 

the State party’s territory. The Committee regrets the lack of information on measures 

taken by the State party to ensure the rights of all non-citizens, including those in the 

Osire refugee settlement, to an adequate standard of living and to full access to services 

such as health care, housing, education and employment, and to identity documents (art. 

5). 

 

エ ●米国国務省「人権状況報告 2022 年‐ナミビア」（2023 年 3 月 20 日） 

Freedom of Movement: The government did not permit refugees to move freely within the 

country. Refugees were required to live at the government’s Osire refugee settlement. The 

government maintained strict control over public access to the settlement but provided 

regular, unrestricted access to UNHCR, the International Organization for Migration, and 

UNHCR’s NGO partners. The government cooperated with UNHCR to provide food, 

shelter, health care, water, and sanitation at the settlement; however, refugees reported food 

and potable water shortages. The government issued identification cards and exit permits 

allowing refugees to leave the settlement to travel to specified locations for defined periods. 

 

② 婚姻による居住・就労・国籍の権利 

ア ●Legal Assistance Centre（ナミビア）「Namibian Law on Civil Marriage – Ａ 

Question and Answer Package」（2016 年） 

If a Namibia citizen marries a non-Namibian citizen, does the non-Namibian spouse 

have a right to live in Namibia?  

If a non-Namibian enters a good faith marriage with a Namibian, the couple has a right 

to live in Namibia together. The non-Namibian spouse has the right to live and work in 

Namibia.  

Is the non-Namibian spouse eligible for Namibian citizenship?  

A non-Namibian spouse is eligible for Namibian citizenship by marriage if he or she has 

been living in Namibia with the Namibian spouse for at least ten years. The marriage must 

be in good faith, and not a false marriage entered into only for citizenship purposes. 

… 

https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/namibia/
https://www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/marriagecounsellingguide.pdf
https://www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/marriagecounsellingguide.pdf
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イ ●ナミビア内務・移民省「ナミビア人と結婚する外国人の新たな国籍取得要件」

（2015 年 7 月 24 日）＜在英ナミビア高等弁務官事務所ウェブ＞ 

… It is now required that all foreigners marrying Namibians must present themselves to 

Immigration officials before the marriage is solemnized so their visa/permits can be 

validated.  

The new requirement follows the rise in bad marriages in Namibia. 

According to the Namibian Constitution, for purposes by marriage, requires for the 

marriage to have been into a good faith (Article 4(3) (a) (as) thereof). Thus, Section 22(1) 

(c) of the Immigration Control Act. Act 7 of 1993, which provides for domicile of people 

married to Namibians, also requires the marriage to have been entered into in good faith. 

No lawful consequence can follow from a marriage entered into while a person is illegal 

in the country. In this regard we refer to Supreme Court judgement of Republic of Namibia 

v Getachaw 2008(1) NR I (SC) which discusses this concept. 

… 

 

ウ ●Open Society Institute「Citizenship Law in Africa: A Comparative Study」（2016

年 1 月）＜refworld 収録＞ 

Nationality based on birth in the territory 

… 

Cape Verde, Namibia, South Africa, and São Tomé and Príncipe grant or permit the 

acquisition of citizenship by children born of parents who are resident in the country on a 

long-term basis. In Namibia and South Africa, it is explicitly stated that this residence must 

be legal, though not in São Tomé and Príncipe.99 … 

 

13. 出入国および移動の自由 

 

 

略称 

ACCORD オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター 

ACLED 武力紛争位置・事件データプロジェクト 

AI アムネスティ・インターナショナル 

ARC 難民調査センター 

BAMF ドイツ連邦移民難民庁 

CERD 国連人種差別撤廃委員会 

CGRS ベルギー難民及び無国籍者庁 

https://www.namibiahc.org.uk/perch/resources/pdf/foreignermarriage.pdf
https://www.namibiahc.org.uk/perch/resources/pdf/foreignermarriage.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=56a77ffe4&skip=0&coi=NAM&querysi=marriage&searchin=fulltext&sort=date
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CIA 米国中央情報局 

CNDA フランス庇護権裁判所 

CRS 米国議会調査局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

DIS デンマーク移民庁 

DRC デンマーク・レフュジー・カウンセル 

EASO 欧州難民支援機関 

FIS フィンランド移民庁 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

ICG インターナショナル・クライシス・グループ 

IDMC 国内避難民監視センター 

IRBC カナダ移民難民局 

IRDC アイルランド難民ドキュメンテーションセンター 

ジェトロ 日本貿易振興機構 

JICA 国際協力機構 

Lifos スウェーデン移民庁出身国情報データベース 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

MRGI マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル 

OECD 経済協力開発機構 

OFPRA フランス難民・無国籍庇護局 

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所 

OSAC 米国海外安全保障評議会 

RRTA オーストラリア難民再審査審判所 

RSAA ニュージーランド難民地位不服申立機関 

RSF 国境なき記者団 

UKIAT イギリス移民難民審判所 

UKUT イギリス上級審判所 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 
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